
資料２-１ 

路線バスの新規バス停設置等について 

 

１．路線バス停留所の新設及び移設，増便（案）について 

  
①右回り・左回り各１便増便 

増便理由：右回り１３時台と１４時台の便，左回り午前１０時台と１１時台の便が 

なく，東海病院や買い物のための時間帯における増便要望があるため。 
 

新設理由：須和間区自治会から，住宅も増えており住民がバスを利用したくても， 
バス停がないため，東海高校入口からフローレスタ須和間の中間地点であ

る須和間北交差点付近への停留所設置要望が出された。 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

系統名 東海駅東口～フローレスタ須和間・南台・緑ヶ丘団地循環線 
車両 大型バス 
運行回数 平日（右回り７便・左回り８便），土日祝日（右回り５便・左回り５便） 

変更点 

①右回り・左回り各１便ずつ増便 

②「須和間北」停留所新設 
③「緑ヶ丘区自治集会所前」停留所新設 

④「緑ヶ丘団地北口」停留所移設 
総延長 総延長８.５ｋｍ⇒８.７ｋｍ 

運賃 変更あり ※詳細別添 

変更予定日 令和３年４月１日 

左回り 

右回り 

②停留所の新設（停留所名：須和間北）…右回り・左回りに各１か所ずつ設置 
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③経路変更及び停留所の新設…緑ヶ丘団地内にバスを運行し停留所を右回り左回り共

用で１か所設置（停留所名：緑ヶ丘区自治集会所前） 

 新設理由：緑ヶ丘区自治会から団地住民の高齢化が進んでおり，免許返納者増加に

より今後の移動手段を心配する住民も多い。そのため団地入口だけでな

く，団地内にも停留所を新設しバスが通ることで，路線バス利用の利便

性を向上の要望が出された。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④停留所の移設（緑ヶ丘団地北口）…右回り，左回りの各バス停を移設 

移設理由：団地内停留所の新設と経路を変更するため，県道豊岡佐和停車場線にある

緑ヶ丘団地北口バス停を緑ヶ丘団地入口交差点より北側（日立市側）に移

設する。また当バス停（右回り）は，国土交通省が公表する「危険なバス

停」のⅭランク（交差点の前後５メートルの範囲に車体がかかる）となっ

ているために移設する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

左回り 

移設後停留所 

移設前停留所 

右回り 

左回り 

右回り 

既存路線 

新規路線 

危険なバス停 

C ランク 
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２．路線バスの経路廃止（案）について 

 
経路廃止理由：当路線は，路線バスの空白地帯であった駅西地区（舟石川・石神）の

路線整備を目的に平成３０年度の実証実験から運行を開始した，令和

元年度の輸送実績は，年間利用者数１，８４９人，１便当たりの平均

乗降者数０．７７人と低調となっている。今後も持続可能な地域公共

交通の維持・確保をするために，本路線は廃止とする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

東海駅東口～笠松運動公園循環線 輸送実績 
 
 
 
 
 
 

 

系統名 東海駅東口～笠松運動公園循環線 総延長９.８ｋｍ 
車両 大型バス 
停留所 １７箇所 
運行回数 平日１０便（※現在２便で運行），土日祝日（運休） 
廃止予定日 令和３年４月１日 

 年間利用者数 １日平均利用者 １便平均利用者 
平成３０年度 ２，８２４人 ７．７人 １．０人 

令和元年度 １，８４９人 ５．１人 ０．８人 
令和２年度 
※１１月までの実績   ４５５人 １．３人 ０．４人 

東海駅東口～笠松運動公園循環線 
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３．路線バスの経路延長及び経路廃止（案）について 

 
経路延長理由：東海駅西口広場再開発整備事業に伴い，東海駅停車場線からロータリ

ーへの接続形状が変更となったため，路線延長の変更と既存路線の廃

止を行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
４．事前確認事項 
 公安委員会    ：停留所新設・廃止・移設等申請（令和２年１２月２５日現在 

確認中） 
道路管理者（村道）：東海村都市整備課・区画整理課確認  支障なし 

 住民説明（停留所）：緑ヶ丘団地北口停留所（右回り停留所）近辺住民   支障なし 
          ：緑ヶ丘区自治集会所前停留所近辺住民 支障なし 
 
５．今後のスケジュール 
 令和３年１月１２日 第２６回地域公共交通会議（本日） 
     ２月    関東運輸局（茨城陸運支局）へ協議書面を提出（茨城交通） 
     ３月    関東運輸局から認可（予定） 
     ４月１日  停留所新設・移設，経路を変更し運行開始 
 

系統名 笠松線（東海駅西口～水戸駅～茨大前営業所線） 
車両 大型バス 
変更点 経路総延長２２.３Ｋｍ 
停留所 停留所の変更はなし 
運行回数 平日（上り２、下り１便），土日祝日（運休） 
運賃 運賃変更なし 
変更日 令和２年１２月１日（関東運輸局より 後認可了承済み） 

延長申請路線 

既存路線 

廃止路線 
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